
○島田市観光振興活動支援事業費補助金交付要綱  

 

令和４年４月 18日  

 

(趣旨 ) 

第１条  一般社団法人島田市観光協会理事長（以下、「理事長」という。）は、島田

市の観光振興や知名度の向上に寄与する活動を行う団体を支援するため、当該団

体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し

ては、一般社団法人島田市観光協会補助金等交付規則 (令和４年４月１日施行。以

下「規則」という。 )及びこの要綱に定めるところによる。  

 

(補助対象者 ) 

第２条  補助の対象となる者は、営利を目的としない団体であって、次に掲げる団体

とする。  

(１ ) 島田市の観光宣伝に寄与するもの (舞踊、楽曲等無形のものを含む。 )を開

発し、又は創造する事業を行う団体  

(２ ) 島田市固有の伝統芸能を継承し、その伝統芸能を披露することにより観光

宣伝活動を行う団体  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、島田市の観光振興や知名度の向上に寄与する

活動を行う団体として理事長が認める団体  

 

(補助対象事業等 ) 

第３条  補助の対象となる事業及び経費並びに補助金の額 (率 )は、別表のとおりとす

る。  

 

(交付の申請 ) 

第４条  補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ規則第 13条第１号イに規

定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、理事長に申請しなければな

らない。  

(１ ) 規則第 13条第２号に規定する事業計画書  

(２ ) 規則第 13条第３号に規定する収支予算書  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類  

２  申請者のうち概算払を受けようとする者にあっては、前項各号に掲げる書類のほ

か、規則第 13条第 10号に規定する資金状況調べを添付するものとする。  

 

(交付決定の通知 ) 

第５条  理事長は、補助金の交付を決定したときは、規則第 13条第４号イに規定する

補助金交付決定通知書により、補助金の交付の申請をした団体に通知するものと

する。  

 



(変更の承認 ) 

第６条  補助金の交付の決定を受けた団体が第４条第１項の申請の内容を変更しよう

とするときは、規則第 13条第５号に規定する補助金交付変更承認申請書に次に掲

げる書類を添えて、理事長の承認を受けなければならない。  

(１ ) 規則第 13条第２号に規定する変更事業計画書  

(２ ) 規則第 13条第３号に規定する変更収支予算書  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  理事長は、前項の申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めたと

きは、規則第 13条第６号に規定する補助金交付変更承認書により、申請をした団

体に通知するものとする。  

 

(実績報告 ) 

第７条  補助金の交付の決定を受けた団体は、事業を完了した日から起算して 30日を

経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の４月 10日

のいずれか早い日までに、規則第 13条第７号に規定する実績報告書に次に掲げる

書類を添えて、理事長に提出しなければならない。  

(１ ) 規則第 13条第２号に規定する事業実績書  

(２ ) 規則第 13条第３号に規定する収支決算書  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類  

 

(交付確定の通知 ) 

第８条  理事長は、補助金の額を確定したときは、規則第 13条第８号に規定する補助

金交付確定通知書により、補助金の交付の決定を受けた団体に通知するものとす

る。  

 

(補助金の請求 ) 

第９条  補助金の交付の確定を受けた団体が補助金を請求しようとするときは、前条

に規定する補助金交付確定通知書を受け取った日から起算して 10日を経過した日

までに、規則第 13条第９号に規定する請求書を理事長に提出しなければならない。  

 

(概算払の請求手続 ) 

第 10条  補助金の交付の決定を受けた団体が補助金の概算払を請求しようとするとき

は、規則第 13条第９号に規定する概算払請求書を理事長に提出しなければならな

い。  

 

(その他 ) 

第 11条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。  

 

附  則  

 



(施行期日 ) 

１  この告示は、令和４年４月 18日から施行する。  

 

別表 (第３条関係 ) 

 

補助の対象となる事業  補助の対象となる経費  補助金の額 (率 ) 

１  観 光 振 興 ・ 知 名 度 向

上事業  

次に掲げる経費とする。  

 

( 1 )  島田市の観光宣伝に

寄与するものの開発、創造

に要する経費  

 

( 2 )  島田市の観光振興や

知名度の向上のために必要

な情報発信に要する経費  

 

当 該 事 業 に 要 す る 経 費

(他 の 団 体 等 か ら の 補 助

を受けた場合は、当該補

助を受けた額を控除した

額 ) の ２ 分 の １ 以 内 と

し 、 2 0 万 円 を 限 度 と す

る。ただし、理事長が必

要と認めるときは、当該

限度を超えて補助するこ

とができる。  

 ２  伝 統 芸 能 道 具 等 維 持

事業  

 

観光行事等において、伝統

芸能を披露するための道具

及び装束類の購入及び修繕

に 要する経 費 (個 人の 所有

に帰属するものの購入費及

び修繕費は除く。 ) 

 

３  観 光 誘 客 イ ベ ン ト 開

催事業  

 

 

 

申請者が主体となって地域

の多様な関係者と連携し、

創意と工夫に富み、島田市

への誘客及び観光消費が期

待できるイベントの開催に

要 す る 経 費 （ た だ し 、 土

産、飲食、娯楽又は接待に

関するものは、補助の対象

としない。また、１個あた

りの取得価格が４万円を越

える物品は、補助の対象と

しない。）  

備考  

１  一の団体への補助は、１、２又は３のいずれかの事業に対し１年度につき１回と

する。  

２  補助金の額に 1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。  

３  次に掲げるイベント事業は、補助の対象としない。  

・政治的活動又は宗教的活動と認められるもの  

・主な対象を地域住民とするイベント（地域のまつり等）  

・特定の者を対象とするもの（スポーツ大会等）  

・この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を国、県、市等から受けている

もの  


